
新旧対照表

（新）

第１条～第 13 条 （略）

（旧）

第１条～第 13 条 （略）



別表第２ （略）

別表第４ （略）

別表第１（第１条、第３条関係）

補助金の種別

交付要件

交付割合

補助金の額

交付対象

交付時期

補助率

農地集積促進事業費

　交付を受けようとする年度において、中心経営体への農地集積率が55％以上（交付割合が
6.5%以上となる場合は、国が設定する中心経営体集積率（別表第２）を満足すること。）かつ、基
盤整備関連経営体育成等促進計画の目標を達成する見通しが立つこと。

当該事業の地元負担率又は国が設定する交付率（別表第２）のいずれか低い値（ａ）

当該事業の着工年度から完了年度までの累計年度事業費×ａ以内

地元負担金の元金償還費（交付年度の前年度までに償還した元金を除く。）

交付要件を満たすことを確認した年度の翌年度又は翌年度及び翌々年度

補助対象事業費の10分の7.5以内
ただし、別表第３の地域等にあっては補助対象事業費の10分の7.75以内

別表第２ （略）

別表第３ （略）

別表第１（第１条、第３条関係）

補助金の種別

交付要件

交付割合

補助金の額

交付対象

交付時期

農地集積促進事業費

　交付を受けようとする年度において、中心経営体への農地集積率が55％以上（交付割合が
6.5%以上となる場合は、国が設定する中心経営体集積率（別表第２）を満足すること。）かつ、基
盤整備関連経営体育成等促進計画の目標を達成する見通しが立つこと。

当該事業の地元負担率又は国が設定する交付率（別表第２）のいずれか低い値（ａ）

当該事業の着工年度から完了年度までの累計年度事業費×ａ以内

地元負担金の元金償還費（交付年度の前年度までに償還した元金を除く。）

交付要件を満たすことを確認した年度の翌年度又は翌年度及び翌々年度


